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インドにおける特許の「実施報告」について 

シッダルタ・シャルマおよびランジャン・マシューi 

高田亜希iiおよびバパット・ヴィニットiii 

 

「実施」の必要性についての考察 

 なぜインド特許法において、特許権者あるいは実施権者（ライセンシー）の特許

がインドにおいて商業的に実施されている旨の情報を提供することが必要とされ

ているのか。この規定を理解するにはインド特許法第 83 条（1970)の下に制定さ

れた法律規定を理解することが役立つであろう。 

 

 第 XVI章 「Working of Patents, compulsory licences, and revocation（特許

の実施、強制ライセンス及び取消）」に配置されている第 83条は、特許発明の実施

に適用される一般原則について規定されている。とりわけ、この法 83条(a)におい

ては特許が付与されることの意味について規定されている。すなわち、特許は、発

明を奨励し、インドで特許製品が確実に実施されることを保証するために付与され

るものであることが規定されている。 

 

 さらに、法の趣旨に照らし、特許付与制度によって確実に代償が与えられるとも

解釈出来る。インド中央政府から与えられる特許製品についての独占権と引き換え

に、特許権者及び実施権者は、たとえば特許の公開を通じて公衆にこの発明の知識

を広め、ならびに第三者に対してこの特許発明を低コストで利用する機会を与える

ことになるからである。 

 

 たとえ法 83条が一般原則を規定しているのであって、義務を課す権限までは持

たないとしても、インドで特許発明を実施することの必要性（インドにおける特許

発明の実施義務）を理解するには重要な規定である。 

 

 さらに、特許権者及び実施権者によって提出される実施に関する情報は、特許発

明が様々な産業分野で企業によって利用されているか否かの情報であるから、特許

制度が機能しているか否かを示す有益な情報である。 

 

インドにおける特許発明の実施についての法的概要 

 法 146 条及び規則 131 によると、特許権者もしくは実施権者（専用実施権か否

か問わず）又はその代理人は、Form 27（様式 27）に則り、インドにおいて特許

発明の商業的実施の程度（事業として）について陳述書を提出しなければならない。 
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 さらに、特許庁長官は、特許権者または実施権者に対し、書面によって告知をし、

当該告知の日から 2月以内に Form 27に関連した情報を提供すべき旨を要求する

場合がある（法 146条(1)）。 

 

 Form 27 は、特許権者または実施権者に対して、以下の関連情報を提供すべき

ことを要求している； 

1）発明の実施の有無 

 a)実施されていない場合、発明が実施されない理由、及び当該発明の実施計画 

 b)実施されている場合、当該特許製品の数量及び価格（ルピー） 

  i)インド国内で製造した製品について b)の情報 

  ii)他国からの輸入品について b)の情報（国別） 

2）その暦年に付与したライセンス及びサブライセンスの数 

3）公衆の需要が合理的な価格で、ある程度、十分にあるいは満足のいく程度満た

されたかどうか 

【Form 27の見本】 
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 この情報は、規則第 131 に準じて、各年度について、その暦年度末から 3 か月

月以内に提出しなければならない。すなわち、特許権者または実施権者が当該情報

を提出できる期間としては、次の暦年度の 3 月 31 日が最終日ということになる。

例えば、2013 年度についての実施情報は各暦年度末である 2013 年 12 月 31 日か

ら 3 か月以内、すなわち 2014 年 3 月 31 日までに当該情報を提出しなければなら

ない。 

 

 Form 27 には出願人または代理人が署名する。代理人が署名する場合、出願人

による委任状が必要になる。 

 

 Form 27を提出するのに庁費用はない。但し、ほとんどの現地代理人は、Form 

27の作成や提出の項目で費用を請求する。現地代理人の費用は、当方の調べでは、

＄80～＄150が相場である。なお、1月よりも 2月、2月よりも 3月のほうが忙し

くなるので、1月、2月、3月の順で料金を高く設定する現地代理人もいる。 

 

罰則 

 特許権者等が当該情報を提供しない場合、特許発明をインドで実施していないと

みなされるので、第三者に対する強制実施権の許可プロセスを推し進める要因にな

る場合がある。 

 

 また、情報の不提出は罰すべき罪とされており、最大で 100 万ルピーの罰金刑

が課される場合がある。さらに、故意に誤った情報を提供した場合、6か月以内の

懲役もしくは罰金に処され、またはこれを併科されることがある（法 122条）。 

 

実施報告に関する最近の動き 

 長官は、2009年に、初めて、「インドにおいて特許発明を商業的に実施している

か否かの情報を提供する義務があるのでこの情報を提出してください」という内容

の通知をインド特許庁のウェブページに公開した。また、長官は、その後、毎年こ

の内容の通知をインド特許庁のウェブページに公開して情報の提出を呼びかけて

いる。 

 

 さらに、インド特許庁は、初めて、2012 年度中に提出された特許発明のインド

国内実施に関する情報を公開した。法 146 条(3)では、当該情報を、特許庁長官が

公開することができると規定されている。 

 

 2012 年度中に提出された特許発明のインド国内実施に関する情報を以下のリン
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クで見ることができる。 

 http://ipindiaservices.gov.in/workingofpatents/ 

 

【長官による呼びかけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ipindiaservices.gov.in/workingofpatents/
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【特許庁による実施情報の公開】 
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【特許庁による Form 27 の公開の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように公開された特許発明の実施に関する大量の情報は、インドの特許制度

が有効に機能しているか否かを示す有益な情報であり、さらに特許法の改訂や、公

開特許の評価、学識経験者の考察、将来の実施権者、立法者など様々な立場におい

て有効利用されることが考えられる。 
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